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１．資格確認書の一括発行
について



１．目的

令和６年12月２日より健康保険証は新たに発行されなくなり、健康保険証を利用登録し

たマイナンバーカード（以下、「マイナ保険証」という。）で医療機関等を受診していただくことを

基本とする仕組みへ移行した。

従前の健康保険証を保有している加入者については、経過措置期間として最長１年間は

健康保険証を提示することで、医療機関等で保険診療を受けることができる。

しかしながら、令和７年12月２日以降は健康保険証が使用できなくなることから、マイナ保

険証による資格確認を受けられない状況にある加入者に対しては、協会けんぽから資格確認

書を本人の申請によらず、令和７年12月１日までに送付する。
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２．実施概要

送付対象者及び時期等については以下のとおり。

送付対象者

健康保険証を保有している令和６年11月29日までに新規に資格取得（扶養認定）の決定をされた加入者のう
ち、令和７年４月30日時点でマイナ保険証による資格確認を受けられない状況にある方（約1,200万人※）

※令和7年4月30日時点の協会けんぽにおけるマイナ保険証利用登録率は67.22％

送 付 時 期
令和7年7月30日～令和7年10月24日（予定）
※現時点において令和7年10月24日を最終送付日としているが、資格喪失者の引抜きを行いながら資格確認書
を作成することから、発行枚数の減少が見込まれ、実際には前倒しで送付する予定。

送 付 方 法

世帯単位で被保険者住所に送付（※）
ただし、不着となった場合、事業所宛に再送付し従業員（被保険者）に配付いただく。

※送付対象者の属する事業所へは、対象者一覧を事前に送付

送 付 物

・送付書兼資格確認書貼付台紙
・資格確認書
・説明用チラシ
・個人情報保護シール
・返信用封筒（資格喪失者分を返送していただくための返送用封筒）
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【参考】
送付物イメージ
（送付書兼資格確認書貼付台紙）



【参考】 送付物イメージ（説明用チラシ）
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２．マイナ保険証の利用状況に
ついて
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